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           令和 6 年 8 月 9 日 

千葉県総務部財政課 
0 4 3 ( 2 2 3 ) 2 0 7 6 

令和５年度一般会計決算見込みの概要について 
 

１ 決算見込みのポイント 
 
 

○ 令和５年度一般会計の決算は、歳入が前年度比 8.9％減（1,969 億円減）の     

2 兆 213 億円、歳出が前年度比 8.8％減（1,924 億円減）の 1 兆 9,976 億円となり、

実質収支は 96 億円となりました。 

○ 実質収支のうち38億円は、新型コロナウイルス感染症に係る交付金等の概算交付に

よるもので、今後、国に返還する必要があるため、国庫返還分を除いた実質収支は 

58億円の黒字となります。 
 

○ 歳入が 8.9％減、歳出が 8.8％減と、いずれも大幅な減となったのは、新型コロナ

ウイルス感染症に対応するための歳出及びその財源となる国庫支出金等の歳入も

大幅に減少したことが主な要因です。 

○ なお、新型コロナウイルス感染症対応事業に関する決算額を除く歳入は前年度比

2.5％増の 1兆 8,907 億円、歳出は前年度比 3.5％増の 1兆 8,689 億円でした。 

〔令和５年度 一般会計決算収支の状況〕                  （単位：百万円、％） 

区   分 
令和５年度 

① 
令和４年度 

② 
比  較 
①－②=③ 

増減率 
③／② 

歳 入 総 額 A 
2,021,257 

【1,890,656】 
2,218,121 

【1,844,369】 
△196,864 

【46,287】 
△8.9 

【2.5】 

歳 出 総 額 B 
1,997,626 

【1,868,918】 
2,190,014 

【1,805,316】 
△192,388 

【63,602】 
△8.8 

【3.5】 

歳入歳出差引  C=A－B 23,631 28,107 △4,476  

翌年度に繰り越すべき財源※１ D 13,984 15,011 △1,027  

実 質 収 支※2 C－D 
9,647 

(5,799) 
13,096 

(6,215) 
△3,449 
(△416) 

 

・表示単位未満を四捨五入して端数処理しているため、表内の計算が合わない場合があります。 

・【 】内は新型コロナウイルス感染症対応事業に係る決算額を控除したものです。 

・( )内は、新型コロナウイルス感染症に係る交付金等の返還分を控除したものです。 

 

 

※1 翌年度に繰り越すべき財源 
    歳入のうち、翌年度に繰り越した事業の財源となるもの。 
※2 実質収支 

歳入総額から歳出総額を差し引いた額（形式収支）から、翌年度に繰り越すべき財源を差し引いた額を
いう。通常、「黒字団体」・「赤字団体」という場合は、実質収支の黒字・赤字により判断する。 
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２ 歳入決算 
（単位：百万円） 

区  分 
令和５年度 

A 

令和４年度 

B 

比較 

A－B=C 

増減率 

C／B 

①  県        税 926,015 948,796 △22,782 △2.4％ 

う 
 
 

ち 

個 人 県 民 税 289,676 276,562 13,114 4.7％ 

法 人 二 税 179,324 176,914 2,410 1.4％ 

地 方 消 費 税 293,652 332,149 △38,497 △11.6％ 

そ の 他 の 税 163,363 163,171 191 0.1％ 

②  地 方 交 付 税 233,509 213,898 19,611 9.2％ 

う 
 
ち 

普 通 交 付 税 

下記の臨時財政対策債を
含む実質的な普通交付税 

231,636 

（277,709）

211,905 

（279,284）

19,731 

（△1,575）

9.3％ 

（△0.6％）

特 別 交 付 税 1,873 1,993 △120 △6.0％ 

③  国 庫 支 出 金 259,006 414,368 △155,362 △37.5％ 

④  繰    入    金 13,992 20,654 △6,662 △32.3％ 

⑤  諸    収    入 261,202 268,796 △7,594 △2.8％ 

⑥ 県         債 136,037 149,203 △13,166 △8.8％ 

う 
 

ち 

建 設 地 方 債 89,964 81,824 8,140 9.9％ 

臨 時 財 政 対 策 債 ※ 3 46,073 67,379 △21,306 △31.6％ 

減 収 補 て ん 債 - - - - 

 そ    の    他 191,496 202,406 △10,910 △5.4％ 

う 
 

ち 

特別法人事業譲与税※4 118,507 118,044 463 0.4％ 

繰    越    金 28,107 35,571 △7,464 △21.0％ 

計 2,021,257 2,218,121 △196,864 △8.9％ 

 

 

 

 

※ 3 臨時財政対策債 
   平成 13 年度から、地方全体の財源不足の補てん措置の一環として設けられた特例地方債で、投資的経費以外 

にも一般財源として充てることができる。償還費については、全額が後年度に普通交付税の基準財政需要額に 
算入され、交付税措置される。 

※ 4 特別法人事業譲与税 
地方税の偏在是正を図るため、従来の地方法人特別譲与税に代えて、令和 2 年度から法人事業税の一部を 

国税化（特別法人事業税）したうえで、人口を基準に都道府県に再配分（特別法人事業譲与税）されている。 



3 

 

≪主な増減要因≫ 

① 県 税 

物価上昇や景気回復に伴う賃金の引き上げなどにより個人県民税が増収と  

なった一方、地方消費税については、原油価格等がやや下落したことや、成田空港

におけるワクチン輸入量の減少等により、輸入額が減ったことなどから大幅な 

減収となり、全体では 2.4％減の 9,260 億円となりました。 

※ 消費税の税率引上げ(5％から 8％(令和元年 10 月からは 10％))による増収分(市町村交付金を除く  
794 億円)については、全額を社会保障関係経費(一般財源ベース3,238 億円)の財源に充てています。 

 

② 地方交付税 

地方交付税は、全体として 9.2％増の 2,335 億円となりました。 

臨時財政対策債を含む実質的な普通交付税については、0.6％減の 2,777 億円で、

ほぼ横ばいとなっています。 

 

③ 国庫支出金 

新型コロナウイルス感染症に対応するための交付金が減少したことなどから、

37.5％減の 2,590 億円となりました。 

 

④ 繰入金 

新型コロナウイルス感染症対応に係る地域医療介護総合確保基金や災害復興・ 

地域再生基金の取り崩しが減少したことなどから、32.3％減の 140 億円となり  

ました。 

 

⑤ 諸収入 

  中小企業振興資金に係る貸付金の返還金が減少したことなどから、2.8％減の

2,612 億円となりました。 

 

⑥ 県 債 

大規模な豪雨災害に対応するため、一宮川の改修工事を進めたことなどにより、

建設地方債が81億円増加した一方、臨時財政対策債が 213 億円減少したことから、

8.8％減の 1,360 億円となりました。 
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３ 歳出決算 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

※5 扶助費 
   地方公共団体が生活保護法、児童福祉法、老人福祉法等に基づき、被扶助者に対して支給する費用及び、  

地方公共団体が単独で行っているこれに類する各種扶助の支出額のこと。 

 

                                                    （単位：百万円） 

区   分 
令和５年度 

 A 

令和４年度 

 B 

比 較 

A－B=C 

増減率 

C／B 

① 人    件    費 497,990 517,431 △19,441 △3.8％ 

② 扶   助   費※5 44,272 45,231 △959 △2.1％ 

③ 公    債    費 226,388 228,913 △2,525 △1.1％ 

④ 投  資  的  経  費 174,985 158,775 16,210 10.2％ 

う

ち 

普 通 建 設 事 業   157,900 142,188 15,712 11.1％ 

直 轄 16,385 15,502 883 5.7％ 

災  害  復  旧 700 885 △185 △20.9％ 

⑤ 補  助  費  等 662,130 757,066 △94,936 △12.5％ 

う

ち 
税 関 係 交 付 金 203,117 199,312 3,805 1.9％ 

⑥ そ  の  他 391,861 482,598 △90,737 △18.8％ 

う

ち 

繰 出 金 48,617 41,161 7,456 18.1％ 

積 立 金 18,770 51,883 △33,113 △63.8％ 

貸 付 金 223,702 231,670 △7,968 △3.4％ 

     計 1,997,626 2,190,014 △192,388 △8.8％ 
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① 人件費 

人事委員会勧告に基づく給与改定による増があった一方で、定年引上げに   

より退職手当が減少したことなどから、全体としては 3.8％減の 4,980 億円と  

なりました。 

 

② 扶助費 

新型コロナウイルス感染症に係る入院医療費等が減少したことなどにより、

2.1％減の 443 億円となりました。 

 

③ 公債費 

  過去に発行した建設地方債の償還が進んだことや臨時財政対策債の発行が減少

していることなどから、1.1％減の 2,264 億円となりました。 

 

④ 投資的経費 

感染症対応に係る医療機関の設備整備への助成が減少した一方で、一宮川改修や

銚子連絡道路、長生グリーンラインの整備が進展したことなどにより、10.2％増の

1,750億円となりました。 

 

⑤ 補助費等 

介護給付費県負担金など社会保障関係経費が増加した一方で、新型コロナ  

ウイルス感染症への対応経費が大幅に減少したことなどから、12.5％減の  

6,621 億円となりました。 

 

⑥ その他 

「千葉とく旅キャンペーン事業」などの新型コロナウイルス感染症への対応経費

が大幅に減少したほか、県有建物の長寿命化対策など将来の財政需要に対応する 

ための積立てを令和４年度中に行ったことなどから、令和５年度は 18.8％減の

3,919 億円となりました。 

 

※社会保障関係経費について 
 

生活保護、児童・障害者福祉、医療、介護等に要する社会保障関係経費については、

高齢化の進展等により、引き続き増加しています。 

○ 社会保障関係経費（全体）   3,463 億円（前年度比 ＋146 億円 ＋4.4%） 

（主なもの） 

・介護給付費県負担金           681 億円（前年度比 ＋20 億円 ＋ 3.1%） 

・後期高齢者医療給付費県負担金      574 億円（前年度比 ＋43 億円 ＋ 8.1%） 

・自立支援給付費県負担金         295 億円（前年度比 ＋26 億円 ＋ 9.6%） 

・施設型給付費（認定こども園、保育所等） 271 億円（前年度比 ＋32 億円 ＋ 13.4%） 

≪主な増減要因≫ 



6 

 

４ 新型コロナウイルス感染症への対応 

 ○ 令和５年度における、新型コロナウイルス感染症対応の事業に関する決算額

は以下のとおりです。 

  決算額 1,218 億円 

   

［主なもの］ 

・中小企業振興資金事業                 760 億円 

・病床確保等事業                   146 億円 

・千葉とく旅キャンペーン事業             124 億円 

・新型コロナウイルス感染症対応特別資金利子補給事業  49 億円 

・入院医療費等の公費負担               37 億円 

・介護サービス事業所等のサービス提供体制確保事業   16 億円  等 

 

（財源の主なもの） 

・中小企業振興資金貸付金返還金           760 億円 

・新型コロナウイルス感染症緊急包括支援交付金    215 億円 

・訪日外国人旅行者周遊促進事業費補助金        103 億円 

・新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金   35 億円 等 

 

 

５ 今後に向けて 

○ 令和５年度は、国庫返還分を除くと、58 億円の黒字となりましたが、今後、 

金利の上昇が見込まれることや、国際情勢の変化による物価への影響などの懸念

材料もあり、本県財政を取り巻く環境が、厳しさを増すことも想定されます。 
 

○ しかしながら、防災対策をはじめとする喫緊の課題への対応や、将来の県の

発展に向けた取組については、着実に進めていく必要があります。 
 

○ このため、国に対し、必要な財源確保を要望していくとともに、県としても、

執行段階での徹底した経費節減や、県税徴収対策の充実・強化などに努めて  

まいります。 
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＜参考一覧＞ 

 

（参考１）一般会計の目的別歳出決算の状況 

（参考２）県債残高の推移 

（参考３）普通会計の決算見込み 

（参考４）令和５年度決算見込みに基づく健全化判断比率等 
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（参考１） 一般会計の目的別歳出決算の状況 
○ 目的別歳出※6決算は、下記のとおりです。 

（単位：百万円） 

区 分 
令和５年度 令和４年度 比較 

備 考 
決算額 ① 構成比 決算額 ② 構成比 ①-② 

総 務 費 141,631 7.1％ 155,709 7.1％ △14,078 

・（特）県債管理事業繰出金  ＋82 億円 

・退職手当基金積立金    ＋70 億円 

・夷隅・山武合同庁舎整備事業＋27 億円 

・県有施設長寿命化等推進基金積立金 

△250 億円 

・災害復興・地域再生基金積立金 

△120 億円 

民 生 費 362,470 18.1％ 356,214 16.3％ 6,256 

・子どもの成長応援事業   ＋49 億円 

・後期高齢者医療給付費負担金＋43 億円 

・施設型・地域型保育給付費 ＋35 億円 

・自立支援給付費       ＋26 億円 

・後期高齢者医療広域連合経営安定化 

対策事業          ＋22 億円  

・生活福祉資金       △105 億円 

衛 生 費 114,064 5.7％ 237,553 10.8％ △123,489 

・病床確保等事業      △626 億円 

・軽症者等のための宿泊施設確保事業 

              △124 億円 

・検査体制の確保      △84 億円 

・自宅療養者支援事業         △69億円 

・ワクチン個別接種促進支援  △57億円 

・地域医療介護総合確保基金積立金 △40億円 

・患者受入協力金       △37億円 

環 境 費 11,102 0.5％ 8,428 0.4％ 2,674 
・家庭向け省エネ家電購入促進事業 

  ＋15 億円 

・事業者向け脱炭素化促進事業 ＋7億円 

商工労働費 265,187 13.3％ 328,114 15.0％ △62,927 
・感染拡大防止対策協力金   △360 億円 

・千葉とく旅ｷｬﾝﾍﾟｰﾝ事業  △155 億円 

・中小企業振興資金貸付金   △ 80 億円 

農林水産業費 48,537 2.4％ 48,703 2.2％ △165 
・物価高騰対策(農林水産関係)＋21 億円 

・畜産競争力強化整備対策事業△15 億円 

・農業大学校大規模改修    △9 億円 

土 木 費 141,905 7.1％ 130,304 5.9％ 11,601 

・公共街路整備事業           ＋24億円 

・国道道路改築事業        ＋20億円 

・県単道路改良事業      ＋12億円 

・広域河川改修事業       ＋9億円 

・公営住宅建設事業      ＋8億円 

・浸水対策重点地域緊急事業  ＋8億円 

警 察 費 142,997 7.2％ 143,252 6.5％ △255 
・警察施設整備費        ＋4億円 

・警察職員人件費              △8億円 

教 育 費 346,715 17.3％ 360,261 16.5％ △13,546 
・公立学校情報機器整備基金積立金 ＋38億円 

・高等学校整備事業      ＋15億円 

・教職員人件費       △179億円 

公 債 費 227,473 11.4％ 229,820 10.5％ △2,347 
・定時償還分の元金及び利子   △15億円 

・満期一括分積立金及び利子  △9億円 

災害復旧費 700 0.1％ 885 0.1％ △185 
・農業施設           △2.7億円 

・土木施設           ＋0.8億円 

そ の 他 194,845 9.8％ 190,771 8.7％ 4,074 ・税関係交付金         ＋38億円 

計 1,997,626 100％ 2,190,014 100％ △192,388  

※6 目的別歳出  地方公共団体の経費を、その行政目的によって分類したもの。 
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（参考２） 県債残高の推移 
 

 ○ 県債残高（満期一括償還のための積立金を除いた実質残高）については、   

普通交付税の振替である臨時財政対策債等が前年度に比べ643億円、3.7％減少 

したことに加え、建設地方債等が前年度に比べ98億円、0.8％減少したことに  

より、2兆9,292億円となり、前年度に比べ741億円、2.5％減少しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（単位：億円） 

区    分 H26 H27 H28 H29 H30 R 元 R2 R3 R4 R5 

建 設 地 方 債 等 ① 15,214 14,782 14,290 13,864 13,443 13,163 12,981 12,680 12,481 12,383 

 建 設 地 方 債 14,303 13,913 13,463 13,079 12,700 12,457 12,318 12,059 11,903 11,847 

 退 職 手 当 債 911 869 827 785 743 706 663 621 578 536 

臨時財政対策債等② 14,999 15,777 16,331 16,858 17,236 17,472 17,739 17,976 17,552 16,909 

計（①  ＋  ②） 30,213 30,559 30,621 30,722 30,679 30,635 30,720 30,656 30,033 29,292 

（参考）満期一括償還 

のための積立金残高 
3,526 3,722 4,125 4,619 5,074 5,339 5,692 6,886 7,450 7,493 

 

 

 
 
 

 

14,303 13,913 13,463 13,079 12,700 12,457 12,318 12,059 11,903 11,847

911 869 827 785 743 706 663 621 578 536

14,999 15,777 16,331 16,858 17,236 17,472 17,739 17,976 17,552 16,909 

30,213 30,559 30,621 30,722 30,679 30,635 30,720 30,656 30,033 29,292

0

5,000

10,000
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20,000
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30,000

35,000

H26 H27 H28 H29 H30 R元 R2 R3 R4 R5

億円

年度

建設地方債 退職手当債 臨時財政対策債・減収補てん債等

(15,214)         (14,782)         (14,290)         (13,864） (13,443） (13,163) (12,981) （12,680） （12,481） （12,383）

（建設地方債＋退職手当債）

建設地方債 

退職手当債 

臨時財政対策債・ 

減収補てん債等 
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（参考３） 普通会計の決算見込み 
 

（１）令和５年度 普通会計※7決算収支の状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ 一般会計に公営事業会計※8 以外の特別会計を加えた普通会計の決算は、  

歳入で前年度比 8.7％減の 2 兆 456 億円、歳出で前年度比 8.8％減の    

2 兆 112 億円となり、実質収支は 148 億円となりますが、一般会計における

国庫返還分 38 億円を除く実質収支は 110 億円の黒字となりました。 

 

 

（２）経常収支比率 ※9 

 

 

 

○ 経常収支比率は、社会保障関係経費の増加等により、前年度比で 1.6   

ポイント上昇し 96.7％となりました。 

 

 

 

※7  普通会計                   
一般会計と特別会計（公営事業会計を除く）を合わせた統計上の会計で、総務省が毎年度行う地方 

財政状況調査（決算統計）において、全国の自治体の財政状況を統一ルールに基づいて比較するため

設けられたもの。千葉県の場合、一般会計と 15 の特別会計を合わせた全 16 会計からなる。 

※8  公営事業会計                   

地方公共団体が行う公営企業会計、収益事業会計等の総称。千葉県の場合、公営企業会計８会計  

（上水道事業会計、病院事業会計等）及び国民健康保険事業会計がある。 

※9  経常収支比率 

人件費、扶助費、公債費のように毎年度経常的に支出される経費（経常的経費）に充当された一般 

財源の額が、地方税、普通交付税を中心とする毎年度経常的に収入される一般財源（経常一般財源）、

減収補てん債特例分及び臨時財政対策債の合計額に占める割合。この割合が高いほど、自由に使える

財源が少ないことになり、財政構造が硬直化しているとされる。 

         （計算式）           経常経費充当一般財源 

                経常一般財源＋減収補てん債特例分＋臨時財政対策債 

区   分 ５ 年 度 ① ４ 年 度 ② 比 較 ①－② 
 

経常収支比率（%） 96.7 95.1 1.6 

×１００ 

      （単位：百万円） 

区   分 
５年度 

①  
４年度 

    ② 

比  較 

①－②＝③ 

増減率 

③／② 

歳 入 総 額 A 2,045,563 2,240,426 △194,863 △8.7％ 

歳 出 総 額 B 2,011,232 2,204,550 △193,318 △8.8％ 

歳入歳出差引 C=A－B 34,331 35,876 △1,545  

翌年度へ繰り越すべき財源D 19,476 20,289 △813  

実 質 収 支 C－D 
14,855 

(11,007) 
15,587 

(8,706) 
△732 

(2,301) 
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（参考４）令和５年度決算見込みに基づく健全化判断比率等 
 

 

１ 健全化判断比率 

いずれの指標も早期健全化基準を下回りました。  

 

実質赤字比率 
５年度 ４年度  早期健全化基準 財政再生基準 

－ －  3.75％ 5.0％ 

○ 一般会計等の実質収支が黒字のため、実質赤字比率は「該当なし」です。 

 

連結実質赤字比率 
５年度 ４年度  早期健全化基準 財政再生基準 

－ －  8.75％ 15.0％ 

○ 公営企業会計を含むすべての会計の実質収支が黒字（公営企業会計に  

おいては資金不足なし）のため、連結実質赤字比率は「該当なし」です。 

 

実質公債費比率 
５年度 ４年度  早期健全化基準 財政再生基準 

7.5％ 7.8％  25.0％ 35.0％ 

○ 建設地方債等の残高の減少などにより、「分子」である「地方債の元利   

償還金」が減少したこと、また、個人県民税の増収や普通交付税の追加交付 

などにより、「分母」である「標準財政規模」が増加したことから、前年度の

7.8％から 0.3 ポイント改善し、7.5％となりました。 

 

将来負担比率 
５年度 ４年度  早期健全化基準 財政再生基準 

106.5％ 110.6％  400.0％ 基準なし 

○ 建設地方債等の残高が減少したことや充当可能な基金残高が増加したこと

などにより、「分子」が減少したこと、また、個人県民税の増収などにより 

「分母」である「標準財政規模」が増加したことから、前年度の 110.6％から

4.1 ポイント改善し、106.5％となりました。 

 

２ 各公営企業会計の資金不足比率 【経営健全化基準 20.0%】 

資金不足が生じた公営企業会計はありません。 

※早期健全化基準 

健全化判断比率のいずれかが早期健全化基準以上の場合は「財政健全化団体」となり、財政健全化  

計画を策定して、自主的な財政健全化に取り組むことが求められます。 

※財政再生基準 

健全化判断比率のいずれかが財政再生基準以上の場合には「財政再生団体」となり、財政再生計画を 

策定して、国の関与の下、厳しい歳出削減と歳入の確保に取り組むことになります。 
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実質公債費比率の内訳
単位：億円

令和5年度 令和4年度 令和3年度
5年度と

4年度の差引

760 776 736 △ 16

地方債の元利償還金（特定財源控除後）　② 778 790 744 △ 12

1,379 1,374 1,382 5

1,398 1,388 1,390 10

10,078 9,798 10,057 280

標準財政規模　　　⑥ 11,476 11,186 11,447 290

1,398 1,388 1,390 10

7.5 7.9 7.3 △ 0.4

　※単年度の実質公債費比率は小数第２位以下切り捨てで表記

構　　成　　要　　素

分　　子　　　①＝②＋③－④

準元利償還金　　　　　③

元利償還金・準元利償還金に係る基準財政需要額
算入額　　　④

分　　母　　　⑤＝⑥－⑦

元利償還金・準元利償還金に係る基準財政需要額
算入額　　　⑦

単年度の比率　①／⑤

実質公債費比率（令和3年度～令和5年度平均) 7.5

【参考】令和2年度～令和4年度平均 7.8

＜健全化判断比率等の算出式＞ 

 

実質赤字比率 ＝  

 

・一般会計等：一般会計及び公営事業を除く 14 の特別会計(県債管理事業、市町村振興資金等） 

・実質赤字額：「歳入歳出差引額（形式収支）」から「翌年度に繰り越すべき財源」を控除した実質的な      

収支決算額（実質収支）が赤字の場合の当該赤字の額 

・標準財政規模：普通交付税、標準税収入額等の経常的な一般財源の規模 

 

 

連結実質赤字比率 ＝  

 
・連結実質赤字額：①＋②の合計額 

①一般会計等及び公営事業（公営企業以外）に係る特別会計(国民健康保険事業)の実質赤字額 

②公営企業に係る特別会計(上水道事業、病院事業、造成土地管理事業などの 8 の特別会計)の資金不足額 

 

 

実質公債費比率 ＝ 

（３か年平均） 

 

②地方債の元利償還金：一般会計等に係る公債費に充当した一般財源等の額 

③準元利償還金：(ｱ)～(ｵ)の合計額 

(ｱ)満期一括償還地方債の 1 年当たりの元金償還金相当額（年度割相当額）等 

(ｲ)公営企業債の償還財源に充当した一般会計等からの繰入金 

(ｳ)組合等が起こした地方債の償還財源に充当した負担金・補助金 

(ｴ)公債費に準ずる債務負担行為に基づく支出（PFI 事業に係るもの、国営土地改良事業等の負担金など） 

(ｵ)一時借入金の利子 

④元利償還金・準元利償還金に係る基準財政需要額算入額： 

地方交付税の基準財政需要額に算入される元利償還金及び準元利償還金 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一般会計等の実質赤字額 

標準財政規模 

連結実質赤字額 

標準財政規模 

（地方債の元利償還金（特定財源控除後）＋準元利償還金）－ 
（元利償還金・準元利償還金に係る基準財政需要額算入額） 

標準財政規模－（元利償還金・準元利償還金に係る基準財政需要額算入額） 
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将来負担比率の内訳
単位：億円

令和5年度 令和4年度 差　引 備　　　　考

10,733 10,845 △ 112

41,058 41,597 △ 539

36,946 37,644 △ 698

うち臨時財政対策債以外の地方債現在高 18,080 18,231 △ 151

167 181 △ 14
県が債務を負担する行為につき、その行為
の内容として定めたもの

625 569 56
地方債の償還に係る一般会計等からの
繰入金

一部事務組合が発行した地方債の
償還に係る県の負担見込額

3,244 3,120 124
年度末に全職員が自己都合退職したと仮定
した場合の退職手当の支給予定額

77 83 △ 6
公社、第三セクター等の負債、短期貸付金等
に係る一般会計等の将来負担額

公営企業会計を含む全会計を対象とした
実質赤字額（資金不足額）

県が加入する一部事務組合の実質赤字額に
対する一般会計等の負担見込額

30,325 30,752 △ 427

11,307 11,113 194
地方債の償還額等に充当可能な
基金の残高

377 441 △ 64
地方債の償還額等に充当可能な
特定の歳入見込額

18,641 19,198 △ 557
今後、地方交付税の算定上、基準財政需要
額に算入される見込みの元利償還金等

10,078 9,798 280

標準財政規模　　　⑯ 11,476 11,186 290

1,398 1,388 10

106.5 110.6 △ 4.1

・表示単位未満を四捨五入して端数処理しているため、表内の計算が合わない場合があります。

分　　母　　　⑮＝⑯－⑰

元利償還金・準元利償還金に係る基準財政需要額
算入額　　⑰

将来負担比率（％）　　①／⑮

組合等の連結実質赤字額相当額のうち一般会計等の
負担見込額　　⑩

将来負担額からの控除額　　⑪＝⑫＋⑬＋⑭

充当可能基金額　　⑫

特定財源見込額　　⑬

地方債現在高等に係る基準財政需要額算入額　　⑭

公営企業債の償還財源に充当する一般会計等からの
負担等見込額　　⑤

組合等が起こした地方債の償還財源に充当する
県からの負担等見込額　　⑥

退職手当支給予定額　　⑦

設立法人の負債等に係る一般会計等の負担見込額　　⑧

連結実質赤字額　　　⑨

構　　成　　要　　素

分　　子　　①＝②－⑪

将来負担額　　②＝③＋④＋⑤＋⑥＋⑦＋⑧＋⑨＋⑩

一般会計等の年度末地方債現在高　　③

債務負担行為に基づく支出予定額　　④

 

将来負担比率 ＝ 

 

②将来負担額：③～⑩の合計額 

③一般会計等の年度末地方債現在高  

④債務負担行為に基づく支出予定額（PFI 事業に係るもの、国営土地改良事業等の負担金など） 

⑤公営企業債の償還財源に充当する一般会計等からの負担等見込額     

⑥組合等が起こした地方債の償還財源に充当する県からの負担等見込額 

⑦退職手当支給予定額（全職員に対する期末要支給額） 

⑧設立法人の負債等に係る一般会計等の負担見込額 
［対象法人］千葉県道路公社、千葉県土地開発公社、千葉県信用保証協会、(公財)千葉県産業振興センター 

             千葉県漁業協同組合連合会 

⑨連結実質赤字額 

⑩組合等の連結実質赤字額相当額のうち一般会計等の負担見込額 
［対象組合］千葉県競馬組合、北千葉広域水道企業団、かずさ水道広域連合企業団 

⑫充当可能基金額：地方債の償還額等（上記③～⑧）に充てることができる基金残高 

⑬特定財源見込額：地方債の償還額等に充てることができる特定財源（公営住宅の使用料など） 

⑭地方債現在高等に係る基準財政需要額算入額： 

今後、地方交付税の基準財政需要額に算入される見込みの元利償還金及び準元利償還金 

 

 

 

 

  

将来負担額－（充当可能基金額＋特定財源見込額＋ 
地方債現在高等に係る基準財政需要額算入見込額） 

標準財政規模－（元利償還金・準元利償還金に係る基準財政需要額算入額） 
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資金不足比率 ＝  

 
・資金の不足額： 

［法 適 用 企 業］資金の不足額＝（流動負債－流動資産）－解消可能資金不足額 

［法非適用企業］資金の不足額＝（歳入歳出差引額－翌年度に繰り越すべき財源）－解消可能資金不足額 

・事業の規模: 

［法 適 用 企 業］事業の規模＝営業収益の額－受託工事収益の額 

［法非適用企業］事業の規模＝営業収益に相当する収入の額－受託工事収益に相当する収入の額 

※法 適 用 企 業：地方公営企業法の規定の全部又は一部を適用する企業（上水道事業、病院事業、工業用水道事業、 

流域下水道事業、造成土地管理事業） 

※法非適用企業：地方財政法第 6 条に規定する政令で定める公営企業（工業団地整備事業、港湾整備事業、 

土地区画整理事業） 

 

 

 

 

 

◎早期健全化基準とは 
健全化判断比率のいずれかが早期健全化基準以上の場合は「財政健全化団体」となり、「地方公共 

団体の財政の健全化に関する法律」に基づく財政健全化計画を策定し、自主的な財政健全化に取り  

組むことが求められます。また、計画の実施状況によっては総務大臣から勧告を受けることになるなど、 

行財政運営に一定の制約がかかります。 

 

◎財政再生基準とは 
健全化判断比率のいずれかが財政再生基準以上の場合には「財政再生団体」となり、国の関与による

確実な財政の再生を図るために財政再生計画を策定し、厳しい歳出削減と歳入の確保に取り組むことに

なります。 

なお、「財政再生団体」は、財政再生計画に総務大臣の同意を得ている場合でなければ、災害復旧 

事業等を除き、地方債を起こすことができません。 

 
 
 
 
 
 
 
 

資金の不足額 

事業の規模 


